誓約書

令和　　年　　月　　日
（あて先）高崎市土地開発公社

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実印　


私は、高崎市土地開発公社所有地購入申込みに当たっては、下記の事項について確約・誓約いたします。

記

１　以下に記載された事項に該当しないこと
（１）高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等
（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項から第１３項に定める風俗営業等及びその他これらに類する業への使用を目的とする者
（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員
（４）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する「廃棄物」の処理業の用途への使用を目的とする者

２　誓約事項
（１）「令和７年度(公簿)　高崎市土地開発公社所有地売払いのご案内」の内容や高崎市土地開発公社の説明等を承認、及び自身で確認並びに実際に現地を見たうえで、全て了承のうえ申込みますので、案内書の内容や公社の説明と異なる事項があっても、後日、高崎市土地開発公社に対し異議、苦情等を申し立てません。
（２）売払い物件の現状有姿での引き渡しを了承し、売買契約締結後は当該土地について一切の責任を負い、地盤沈下、土壌汚染、地下埋設物、上空占有物、隣接地付近の塀（ブロック塀、フェンスなど）、電柱、消火栓柱、その他工作物、悪臭、隣接地権者とのトラブルなどに対して、及びこれらを原因として自身または第三者に生じた損害に対して、自身の責任と費用で対処処理し、高崎市土地開発公社に対し売買代金の返還減額、損害賠償の請求、契約の解除等を要求しません。
（３）土地購入申込み後、高崎市土地開発公社での審査の結果、売買契約の締結が認められないことになっても、高崎市土地開発公社に対し異議・苦情等を申し立てません。また、土地購入申込みに関してかかった費用や提出した申込書等の返却を高崎市土地開発公社に対して要求しません。
　
【購入希望物件】
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